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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

資料編

全体 

  本編・資料編およびマニュアル編の更新作業に伴うページ

ズレによる参照先ページ番号の微修正実施 

参照先に変更が

なく、ページ番

号のみの変更は

項目を集約 

資料編

全体 

  組織改編に伴う部課の追加および削除 部課名の変更の

みの場合は集約 

資料編

全体 

  様式における日付の「平成」の年号を削除  

目次 4 第 5部 消

防、医療に

関する資料 

1 消防関係 

(5) 隣接市町応援出動消防隊 

(6) 道路狭あい地区警防計画樹立ブロック 

(5) 道路狭あい地区警防計画樹立ブロック 

 

（6）削除 

資料編 

第 1部 

1-1-4 

1 自然的条

件 

(2) 気象状

況の概要・

記録等 

イ 彦根市の気象記録（極値） 

統計期間 （1893 年 10月～2022 年 3月） 

（注）日最大 10分間降水量の統計期間については、1937

年～2022 年 3 月 

（注）日最大 1 時間降水量の統計期間については、1934 年

～2022 年 3月 

（注）日最大瞬間風速の統計期間については、1920 年～

2023 年 3 月 

イ 彦根市の気象記録（極値） 

統計期間 （1893 年 10月～2024 年 2月） 

（注）日最大 10分間降水量の統計期間については、1937

年～2024 年 2 月 

（注）日最大 1 時間降水量の統計期間については、1934 年

～2024 年 2月 

（注）日最大瞬間風速の統計期間については、1920 年～

2024 年 2 月 

 

 (3) 林野面

積 

区分年度 R3 

総数 2,535 

人工林 針葉樹 804 

    広葉樹 7 

天然林 針葉樹 903 

    広葉樹 663 

区分年度 R5 

総数 2,533 

人工林 針葉樹 804 

    広葉樹 7 

天然林 針葉樹 907 

    広葉樹 663 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

竹林 93 

無立木地 伐採跡地 － 

     未立木地 53 

更新困難地 7 

竹林 93 

無立木地 伐採跡地 － 

     未立木地 53 

更新困難地 7 

1-2-1 2 社会的条

件 

(1) 市土地

利用の状況 

イ 地目別土地利用状況 

区分 面積(k ㎡) 

総数 98.28 

田 29.68 

畑 3.49 

宅地 19.45 

池沼 0.21 

山林 18.58 

原野 0.34 

雑種地 4.27 

その他 22.26 

（令和 4年 1 月 1 日現在） 

イ 地目別土地利用状況 

区分 面積(k ㎡) 

総数 98.28 

田 29.56 

畑 3.48 

宅地 19.55 

池沼 0.19 

山林 18.57 

原野 0.34 

雑種地 4.29 

その他 22.3 

（令和 5年 1 月 1 日現在） 

 

1-2-2 (2) 事業所

の概況 

 表（別紙 1 参照）  

1-3-7 3 風水雪害

関係 

(2) 雨量

計・量水標

（各河川の

水位） 

ア 雨量計 

琵琶湖河川事務所 0775-46-0884 

ア 雨量計 

琵琶湖河川事務所 077-546-0844 

 

1-3-11 (5) 水防資

機材 

ア 水防倉

 表（別紙 2 参照）  
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

庫の現有資

機材 

1-3-17 (8) 防災重

点ため池 

 表（別紙 3 参照）  

1-3-18

～ 

(9) 洪水ハ

ザードマッ

プ 

ア 洪水ハザードマップ（想定最大規模） ア 洪水ハザードマップ（想定最大規模） 

※かんぽの宿彦根は、亀の井ホテル彦根に名称変更 

※彦根総合運動場は、彦根総合スポーツ公園に名称変更 

 

1-3-27

～ 

(9) 洪水ハ

ザードマッ

プ 

イ 洪水ハザードマップ（計画規模） イ 洪水ハザードマップ（計画規模） 

※かんぽの宿彦根は、亀の井ホテル彦根に名称変更 

※彦根総合運動場は、彦根総合スポーツ公園に名称変更 

 

1-3-40 (10)ため池

ハザードマ

ップ 

奥ノ谷池 谷ノ奥池  

1-4-72 (7) 土砂災

害ハザード

マップ付属

資料 

 表（別紙 4 参照）  

1-4-74 (7) 土砂災

害ハザード

マップ付属

資料 

 表（別紙 5 参照） ひこまちアプリ

の削除 

文言の修正 

1-5-1 5 地震関係 

(1) Ｊアラ

ートシステ

ム設置施設

一覧 

（令和 5年 4 月 1 日現在） 

金城幼稚園 大藪町 

（令和 6年 4 月 1 日現在） 

 

金城幼稚園閉園

のため削除 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

1-5-9 (4) 大規模

な地震に関

する情報の

種類と発表

条件 

イ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各

キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情

報（調査中）」等の形で情報発表します。 

キーワ

ード 
各キーワードを付記する条件 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿い

の地震に関する評価検討会」を開催する場合 

• 監視領域内（注１）（下図黄枠部）でマグニチ

ュード 6.8 以上（注２） の地震（注３）が発生 

• １カ所以上のひずみ計（注３）での有意な変化

と共に、他の複数の観測点でもそれに関係

すると思われる変化が観測され、想定震源

域内のプレート境界（下図赤枠部）で通常

と異なるゆっくりすべりが発生している可

能性がある場合など、ひずみ計で南海トラ

フ地震との関連性の検討が必要と認められ

る変化を観測 

• その他、想定震源域内のプレート境界の固

着状態の変化を示す可能性のある現象が観

測される等、南海トラフ地震との関連性の

検討が必要と認められる現象を観測 

イ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと

各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時

情報（調査中）」等の形で情報発表します。 

発表時

間 

キーワ

ード 
各キーワードを付記する条件 

地震発

生等か

ら５～

30分

後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海

トラフ沿いの地震に関する評価検討

会」を開催する場合 

• 監視領域内（注１）（下図黄枠部）で

マグニチュード 6.8 以上（注２） の地

震（注３）が発生 

• １カ所以上のひずみ計（注３）での有

意な変化と共に、他の複数の観測

点でもそれに関係すると思われる

変化が観測され、想定震源域内の

プレート境界（下図赤枠部）で通

常と異なるゆっくりすべりが発生

している可能性がある場合など、

ひずみ計で南海トラフ地震との関

連性の検討が必要と認められる変

化を観測 

• その他、想定震源域内のプレート

境界の固着状態の変化を示す可能

性のある現象が観測される等、南
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

巨大地

震警戒 

想定震源域内のプレート境界において、モーメ

ントマグニチュード（注 4）8.0 以上の地震が発生

したと評価した場合 

巨大地

震注意 

• 監視領域内において、モーメントマグニチ

ュード 7.0 以上の地震（注３）が発生したと評

価した場合（巨大地震警戒に該当する場合

は除く） 

• 想定震源域内のプレート境界面において、

通常と異なるゆっくりすべりが発生したと

評価した場合 

調査終

了 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれ

にも当てはまらない現象と評価した場合 

気象庁 HP から抜粋 

海トラフ地震との関連性の検討が

必要と認められる現象を観測 

地震発

生等か

ら最短

で２時

間後 

巨大地

震警戒 

想定震源域内のプレート境界におい

て、モーメントマグニチュード 8.0

以上の地震が発生したと評価した場

合 

巨大地

震注意 

• 監視領域内において、モーメント

マグニチュード 7.0 以上の地震（注

３）が発生したと評価した場合（巨

大地震警戒に該当する場合は除

く） 

• 想定震源域内のプレート境界面に

おいて、通常と異なるゆっくりす

べりが発生したと評価した場合 

調査終

了 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注

意）のいずれにも当てはまらない現

象と評価した場合 

（注１） 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝

軸外側 50km程度までの範囲。 

（注２） モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれな

く把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、

地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでＭ

6.8 以上の地震から調査を開始する。 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

（注３） 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地

震は除く。 

気象庁 HP から抜粋 

1-6-1～ 6 災害履歴 

(1) 風水雪

害（土砂害

を含む。） 

明治 29年 

（1896） 

雨量・風速等 

総雨量：1,008mm 

日雨量：596.7mm（9/7）【観測史上 1位】 

雨量・風速等 

総雨量：1,008mm 

日雨量：596.9mm（9/7）【観測史上 1位】 

 

1-6-20

～ 

(2) 地震 

1596 年 9 月

5 日（慶長元

年） 

規模 M 

7 1/2 

規模 M 

7 1/2±1/4 

 

 1819 年 8 月

2 日（文政 2

年） 

滋賀県の被害状況（彦根市付近の被害は下線） 

近江八幡で家屋全壊 82 棟、半壊 160 棟、死者 5人。 

彦根城の石垣が損壊。 

甘呂（彦根の西）では 70棟余り潰れる。 

琵琶湖西北岸の大溝で被害寛大。 

滋賀県の被害状況（彦根市付近の被害は下線） 

近江八幡で家屋全壊 82 棟、半壊 160 棟、死者 5人。 

彦根城の石垣が損壊。 

甘呂（彦根の西）では 70棟余り潰れる。 

琵琶湖西北岸の大溝で被害甚大。 

 

 1830 年 8 月

19日（天保

元年） 

規模 M 

6.5 

規模 M 

6.5±0.2 

 

 1854 年 7 月

9 日（安政元

年） 

震央 

三重県西部 

北緯 34.758 

東経 136.10 

震央 

三重県西部 

北緯 34.75 

東経 136.1 

 

 1854 年 12

月 24 日（安

『地震名称』地域 

『安政東海地震』 

『地震名称』地域 

『安政南海地震』 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

政元年） 北陸・南海・畿内・東海・東山・山陰・山陽道 北陸・南海・畿内・東海・東山・山陰・山陽道 

 1899 年 3 月

7 日（明治

32年） 

滋賀県の被害状況（彦根市付近の被害は下線） 

滋賀県全域で家屋全壊 1棟、半壊 2 棟、破損 149棟。 

 

蒲生郡では、家屋半壊 2棟、破損 25棟。 

滋賀県の被害状況（彦根市付近の被害は下線） 

滋賀県全域で家屋全壊 1棟、半壊 2 棟、破損 149棟。 

犬上郡で全壊 1 棟、破損 53 棟 

蒲生郡では、家屋半壊 2棟、破損 25棟。 

 

 1923 年 9 月

1 日（大正

12年） 

震央 

北緯 35.2 

東経 139.0 

震央 

北緯 35°20’ 

東経 139°08’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1927 年 3 月

7 日（昭和 2

年） 

震央 

北丹後福田川流域 

北緯 35.38 

東経 134.56 

震央 

北丹後福田川流域 

北緯 35°38’ 

東経 134°56’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1944 年 12

月 7日（昭

和 19 年） 

震央 

紀伊半島南東沖 

北緯 33.34 

東経 136.11 

震央 

紀伊半島南東沖 

北緯 33°34’ 

東経 136°11’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1946 年 12

月 21 日（昭

和 21 年） 

震央 

潮岬沖 

北緯 32.56 

東経 135.51 

震央 

潮岬沖 

北緯 32°56’ 

東経 135°51’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1948 年 6 月

28日（昭和

23年） 

震央 

福井市付近 

北緯 36.10 

東経 136.17 

震央 

福井市付近 

北緯 36°10’ 

東経 136°17’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1952 年 7 月

18日（昭和

震央 

奈良県北部 

震央 

奈良県北部 

「00°00’」標

記に修正 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

27年） 北緯 34.27 

東経 135.46 

北緯 34°27’ 

東経 135°46’ 

 1994 年 5 月

28日（平成

6 年） 

震央 

滋賀県北部 

北緯 35.19 

東経 136.16 

震央 

滋賀県北部 

北緯 35°19.6’ 

東経 136°16.7’ 

「00°00’」標

記に修正 

 1995 年 1 月

17日（平成

7 年） 

震央 

淡路島北部 

北緯 34.35 

東経 135.02 

震央 

淡路島北部 

北緯 34°35’ 

東経 135°02’ 

「00°00’」標

記に修正 

 2004 年 9 月

5 日（平成

16年） 

震央 

三重県南東沖 

北緯 33.08 

東経 137.08 

前震・余震 

 

9 月 7日 M6.5 

9 月 8日 M6.5 の余震あり 

震央 

三重県南東沖 

北緯 33°08’ 

東経 137°08’ 

前震・余震 

本震発生約 5時間前にM7.1 の前震あり 

9 月 7日 M6.5 

9 月 8日 M6.5 の余震あり 

 

1-6-24  （注）基にした資料は次のとおりである。 

□『彦根市史 第 3 巻・第 12 巻』 2009,2013 彦根市史

編集委員会 

□『彦根地域防災計画』 2014 彦根市 

□『滋賀県災害誌 第 1部～第 5部』 

1966,1979,1990,2000,2011 滋賀県 

□『琵琶湖ハンドブック』 2008.3 滋賀県琵琶湖環境部 

□『日本被害地震総覧』 2001 宇佐美竜夫 東京大学出

版会 

（注）基にした資料は次のとおりである。 

□『彦根市史 第 3 巻・第 12 巻』 2009,2013 彦根市史

編集委員会 

□『彦根地域防災計画』 2014 彦根市 

□『滋賀県災害誌 第 1部～第 5部』 

1966,1979,1990,2000,2011 滋賀県 

□『琵琶湖ハンドブック』 2008.3 滋賀県琵琶湖環境部 

□『日本被害地震総覧 599-2012』 2013 宇佐美龍夫 

東京大学出版会 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

1-6-25 (3) その他

の災害 

ア 雪害 

（参考）降雪ランキング 

 月最深積雪 

(cm) 

発生年月日 

1 位 93 1918/1/9 

2 位 85 1936/2/3 

3 位 83 1917/2/3 

4 位 80 1927/1/31 

5 位 80 1922/1/21 

6 位 78 1952/2/6 

7 位 77 1940/2/9 

8 位 73 2021/12/27 

9 位 73 1980/1/22 

10 位 71 2012/2/2 

資料：彦根地方気象台（1893 年 10 月～2022 年 3月） 

 

ア 雪害 

（参考）降雪ランキング 

 月最深積雪 

(cm) 

発生年月日 

1 位 93 1918/1/9 

2 位 85 1936/2/3 

3 位 83 1917/2/3 

4 位 80 1927/1/31 

5 位 80 1922/1/21 

6 位 78 1952/2/6 

7 位 77 1940/2/9 

8 位 73 2021/12/27 

9 位 73 1984/2/10 

10 位 71 1923/1/4 

資料：彦根地方気象台（1893 年 10 月～2024 年 2月） 

（注）月最深積雪（1893 年 10 月～2022 年 3 月） 

   降雪の深さ日合計（1953 年 1月～2024 年 2 月） 

 

  イ 雹害 

大正 15 年

(1926) 

9月 14日 

降雹 

直径 4～5cm(稲枝

村) 

範囲東西 57km 南

北 7km 

時間 1 時間 15 分

程 

愛知川河口から

三重県境にかけて

降雹があり、農作物

に大きな被害があ

った。 

 

イ 雹害 

大正 15 年

(1926) 

9月 14日 

降雹 

直径 4～5cm(稲枝

村) 

範囲東西 57km 南

北 7km 

時間 1 時間 15 分

程 

愛知川河口から

三重県境にかけて

降雹があり、農作物

に大きな被害があ

った。 

令和 6年(2

024) 

4月 16日 

稲枝地区の一部

(雹） 

市内の一部(雷、

降雹および突風

により、家屋、倉庫、

カーポート等の屋

根、窓、雨どいが一
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

降雹、雷、

突風 

突風) 部破損した。 

天王山配水池(上

水道タンク)2，3 号

池の水位計交換機

(落雷により誤作

動) 
 

資料編 

第 2部 

2-1-2 

1 関係機関

の処理すべ

き事務また

は業務の大

綱 

(1) 風水雪

害等、事故

災害、震災

対策 

イ 滋賀県 

機関の名称 処理すべき事項または業務の大綱 

滋賀県警察本

部 

（彦根警察

署） 

1 警備体制の整備 

2 情報収集・伝達および被害状況の

迅速確実な把握 

3 避難誘導、被災者の救出・救助その

他二次災害の防止 

4 緊急交通路の確保 

5 行方不明者の捜索、死体の検視 

6 社会秩序の維持 

 

 

 

イ 滋賀県 

機関の名称 処理すべき事項または業務の大綱 

滋賀県警察本

部 

（彦根警察

署） 

1 警備体制の確立 

2 情報収集・伝達および被害状況の

迅速確実な把握 

3 避難誘導、被災者の救出・救助その

他二次災害の防止 

4 交通規制の実施および緊急交通路

の確保 

5 行方不明者の捜索、遺体の検視 

6 被災地および避難場所の警戒 

7 その他警察本部長が必要と認める

活動 
 

 

2-2-2 2 応援協定 

(1) 彦根市

における災

害時協定締

結機関一覧 

イ 民間 

29 昭和電工マテリアルズ株式会社 

消防活動の支援に関する協定書 

29 昭和電工マテリアルズ株式会社（現：株式会社レゾナ

ック 彦根川瀬事業所 ） 

消防活動の支援に関する協定書 

 

2-2-3  41 大阪ガス株式会社（新社名：大阪ガスネットワーク株

式会社） 

41 大阪ガス株式会社（現：大阪ガスネットワーク株式会

社） 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

災害時における情報提供に関する協定 

災害時における応急措置を実施するための拠点の使用に関

する協定 

災害時における情報提供に関する協定 

災害時における応急措置を実施するための拠点の使用に関

する協定 

  58 福山通運株式会社 

災害時における物資輸送等に関する協定 

58 福山通運株式会社彦根営業所 

災害時における物資輸送等に関する協定 

 

   60 パナソニック株式会社くらしアプライアンス社ビュー

ティ・パーソナルケア事業部 

災害時における協力に関する協定 

新規追加 

  60 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書 

61 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書 

 

2-2-4   62 パナソニックホールディングス株式会社 

災害時における生活物資の供給等に関する協定書 

新規追加 

2-3-1 3 関係機関

の連絡先等 

(1) 放送各

社の連絡先 

びわ湖放送(株) 

大津市鶴の里 16-1 

TEL 077-525-6004 

FAX 077-524-0412 

びわ湖放送(株) 

大津市鶴の里 16-1 

TEL 077-524-0151 

FAX 077-524-0412 

 

2-3-2 (4) その他 

イ 日本赤

十字奉仕団 

彦根市赤十字奉仕団 

平田町 670 

寺原 憲昭 

270 

彦根市赤十字奉仕団 

平田町 670 

大久保 則雄 

270 

 

2-4-1 (1) 区別の

自主防災組

織状況（連

合含む） 

城東 13 平田 3 河瀬 11 

城西 13 城南 10 亀山 14 

金城 12 城陽 13 稲枝東 13 

城北 8 若葉 5 稲枝北 11 

佐和山 16 鳥居本 22 稲枝西 8 

旭森 8 高宮 19 市全体 199 

城東 14 平田 3 河瀬 11 

城西 13 城南 11 亀山 14 

金城 12 城陽 13 稲枝東 14 

城北 9 若葉 5 稲枝北 11 

佐和山 17 鳥居本 22 稲枝西 8 

旭森 9 高宮 19 市全体 205 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

（令和 5年 4 月 1 日現在） （令和 6年 4 月 1 日現在） 

2-4-6～ (2) 自主防

災組織一覧

（届出順） 

 201 松原町大洞自主防災会     令和 5 年 4月 5日 

202 立花町自主防災会       令和 5 年 4月 9日 

203 コモンライフ正法寺自主防災会 令和 5 年 7月 24 日 

204 コモンタウン南彦根自主防災会 令和 5 年 9月 5日 

205 野良田町自主防災会      令和 6 年 4月 1日 

206 山之脇町自主防災会      令和 6 年 4月 1日 

新規設置 

資料編 

第 3部 

3-3-1 

3 気象等情

報関係 

(2) 特別警

報発表基準

一覧 

発表官署：彦根地方気象台（令和 2 年 8月 24 日現在） 

現象の

種類 

基準 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる

大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に

より暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧に

より雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

注）特別警報の発表については、降水量、積雪量、台風の

中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らし

て算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想

に基づき発表される。 

※彦根市水防計画を参照 

発表官署：彦根地方気象台（令和 5 年 6月 8日現在） 

現象の

種類 

基準 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる

大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に

より暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧に

より雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

注）特別警報の発表については、過去の災害事例に照らし

て、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、

積雪量、台風の中心気圧、最大風速などに関する客観的な

指標を設け、これらの実況および予想に基づき発表され

る。 

※彦根市水防計画を参照 

 

3-3-2 (3) 警報・

注意報発表

基準一覧 

注意報 洪水 流域雨量指数基準 

愛知川流域＝29.6、宇曽川流域＝12.4、芹川流域＝13.9、犬

上川流域＝18.4、野瀬川流域＝2.6 

注意報 洪水 流域雨量指数基準 

愛知川流域＝29.6、宇曽川流域＝12.4、芹川流域＝13.6、犬

上川流域＝18.4、野瀬川流域＝2.6 

 

3-3-6 (7) 火災気

象通報 

（注 3）※印は、彦根地方気象台での値であることを示

す。 

 削除 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

ウ 乾燥注

意報 

3-3-7 (10) 土砂災

害警戒情報 

滋賀県と彦根地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警

報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が高まった時、市町の長が避難指示等を発令する際の判

断や住民の自主避難の参考となるよう市町ごとに発表す

る。土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）

が発表されているときは、避難指示等の対象地域が十分で

あるか等、すでに実施済みの措置の内容を再確認し、必要

に応じて避難指示等の対象地域の拡大等、更なる措置を検

討する必要がある。 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災

害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市

町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支

援するため、対象となる市町を特定して警戒が呼びかけら

れる情報で、滋賀県と彦根地方気象台から共同で発表され

る。市町内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキ

クル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認するこ

とができる。危険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル４に相当。 

 

資料編 

第 4部 

4-1-5 

(4) 指定緊

急避難場

所、指定避

難所 

ア 住所・

電話番号 

(ｳ) 指定以外の避難場所 (ｳ) 指定以外の避難場所 

※琵琶湖コンファレンスセンターは令和 6年 9 月 20日指定

解除予定 

施設の閉鎖に伴

い文言追加 

4-1-9 イ 収容人

数・使用場

所 

(ｲ) 指定緊急避難場所 地震 

62 稲枝西 新海町公民館周辺施設 2 1,660 

さざなみホール、グラウンド 

(ｲ) 指定緊急避難場所 地震 

62 稲枝西 新海町公民館周辺施設 2 1,740 

新海町公民館、さざなみホール、グラウンド 

当該施設の耐震

改修が完了した

ことを受け、当

該施設を地震時

における避難場

所に加える 

4-1-14  
(ｳ) 指定以外の避難場所 地震 土砂災害 水害 

 

(ｳ) 指定以外の避難場所 地震 土砂災害 水害 

※琵琶湖コンファレンスセンターは令和 6年 9 月 20日指定

解除予定 

施設の閉鎖に伴

い文言追加 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

4-1-16  (ｴ) 福祉避難所候補施設一覧 

(令和 4年 4年 4 月 1日現在) 

(ｴ) 福祉避難所候補施設一覧 

(令和 6年 4年 4 月 1日現在) 

 

4-1-17 ウ 学区別

収容人数 

 表（別紙 6 参照） 

新海町公民館周辺施設 地震 指定緊急避難場所 収容人

数の変更 

当該施設の耐震

改修が完了した

ことを受け、収

容人数を変更す

る 

4-3-3 (3) 非常用

品備蓄 

ア 彦根市 

備蓄品リス

ト 

（令和 5年 4 月 1 日現在） 

カンパン 22,380 食 

アルファ化米 34,550 食 

小梅粥 14,500 食 

粉ミルク 2,125 食 

 

紙おむつ（幼児用） 4,112 枚 

紙おむつ（大人用） 1,610 枚 

生理用品 10,656 枚 

飲料水（500mℓ） 94,728 本 

毛布 15,290 枚 

ブルーシート 1,750 枚 

簡易トイレ 101 台 

（令和 6年 4 月 1 日現在） 

カンパン 20,580 食 

アルファ化米 38,750 食 

お粥 13,200 食 

粉ミルク 2,160 食 

液体ミルク 2,136 食 

紙おむつ（幼児用） 5,794 枚 

紙おむつ（大人用） 1,852 枚 

生理用品 12,176 枚 

飲料水（500mℓ） 96,192 本 

毛布 15,460 枚 

ブルーシート 1,800 枚 

仮設トイレ 101 台 

備蓄計画に基づ

く購入による数

量の更新、名称

変更、品目追加

による 

4-3-4 イ 市備蓄

一覧 

（令和 5年 4 月 1 日現在） （令和 6年 4 月 1 日現在） 

表（別紙 7 参照） 

 

4-3-5 ウ 市の備

蓄倉庫一覧 

名称 所在地 

彦根市防災備蓄倉庫（稲里防

災備蓄倉庫） 

稲里町 

彦根市防災倉庫（東沼波防災 東沼波町 

名称 所在地 

彦根市防災備蓄倉庫（稲里防

災備蓄倉庫） 

稲里町 

彦根市防災備蓄倉庫（西沼波 西沼波町 

第三次緊急輸送

道路の見直しに

伴い、彦根市防

災備蓄倉庫（東

沼波倉庫）を削
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

倉庫） 

彦根市防災備蓄倉庫（西沼波

防災備蓄倉庫） 

西沼波町 

 

防災備蓄倉庫） 

彦根市防災備蓄倉庫（彦根市

スポーツ・文化交流センター） 

小泉町 

㈱中通 高宮町 

彦根市防災備蓄倉庫（彦根総

合スポーツ公園） 

松原町 

 

除し、彦根市防

災備蓄倉庫（彦

根市スポーツ・

文化交流センタ

ー）、㈱中通、

彦根市防災備蓄

倉庫（彦根総合

スポーツ公園）

を追加 

 (4) 県の備

蓄倉庫およ

び備蓄物資 

 表（別紙 8 参照）  

4-5-1 5 道路・輸

送関係 

(1) 道路の

整備現況 

区分 市道 

総延長 646,195 

舗装道 609,212 

砂利道 36,983 

舗装率 94.3 

改良済延長 278,290 

改良整備率 43.1 

（令和 5年 3 月 31 日現在） 

区分 市道 

総延長 648,169 

舗装道 611,414 

砂利道 36,755 

舗装率 94.3 

改良済延長 280,438 

改良整備率 43.2 

（令和 6年 3 月 31日現在） 

 

 (2) 緊急輸

送道路 

(2) 緊急時確保路線 

ア 第一次確保路線〔県指定路線のうち彦根市に関わる路

線〕 

(ｱ) 名神高速道路（彦根ＩＣ含む） 

(ｲ) 国道 8 号 

(ｳ) 国道 306 号（原町～外町） 

(ｴ) 主要地方道彦根近江八幡線（大東町～外町） 

(2) 緊急輸送道路 

ア 第一次緊急輸送道路〔県指定路線のうち彦根市に関わ

る路線〕 

(ｱ) 名神高速道路（彦根ＩＣ含む） 

(ｲ) 国道 8 号 

(ｳ) 国道 306 号（原町～外町） 

(ｴ) 主要地方道彦根近江八幡線（大東町～外町） 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

(ｵ) 県道彦根港彦根停車場線（湖東地域振興局、市役所）

（旭町～元町） 

(ｶ) 市道彦根駅平田線（大東町～旭町） 

 

イ 第二次確保路線〔県指定路線のうち彦根市に関わる路

線〕 

(ｱ) 国道 306 号 

(ｲ) 主要地方道大津能登川長浜線 

(ｳ) 主要地方道彦根近江八幡線 

(ｴ) 県道三津屋野口線（三津屋町～日夏町） 

(ｵ) 県道神郷彦根線 

(ｶ) 県道彦根港彦根停車場線（松原二丁目～松原町） 

(ｷ) 県道彦根城線（古沢町～松原町） 

(ｸ) 県道彦根城線（佐和町～金亀町） 

(ｹ) 県道多賀高宮線 

(ｺ) 市道金亀 3 号線 

(ｻ) 市道高宮多賀線 

(ｼ) 市道高宮町七軒町・桃線 

(ｽ) 市道八坂西今線 

(ｵ) 県道彦根港彦根停車場線（湖東地域振興局、市役所）

（旭町～元町） 

(ｶ) 市道彦根駅平田線（大東町～旭町） 

(ｷ) 県道彦根米原線 

イ 第二次緊急輸送道路〔県指定路線のうち彦根市に関わ

る路線〕 

(ｱ) 国道 306 号 

(ｲ) 主要地方道大津能登川長浜線 

(ｳ) 主要地方道彦根近江八幡線 

(ｴ) 県道三津屋野口線（三津屋町～日夏町） 

(ｵ) 県道神郷彦根線 

(ｶ) 県道彦根港彦根停車場線（松原二丁目～松原町） 

(ｷ) 県道彦根城線（古沢町～松原町） 

(ｸ) 県道彦根城線（佐和町～金亀町） 

(ｹ) 県道多賀高宮線 

(ｺ) 県道彦根環状線 

(ｻ) 市道金亀 3 号線 

(ｼ) 市道高宮多賀線 

(ｽ) 市道高宮町七軒町・桃線 

(ｾ) 市道八坂西今線 

4-5-2～  ウ 市指定確保路線 

(ｱ) 主要地方道大津能登川長浜線 

(ｲ) 県道三津屋野口線 

(ｳ) 市道芹橋彦富線 

(ｴ) 主要地方道愛知川彦根線 

(ｵ) 県道彦根環状線（戸賀町地先、原町地先） 

(ｶ) 県道神郷彦根線 

ウ 市指定緊急輸送道路（第三次緊急輸送道路） 

(ｱ) 主要地方道大津能登川長浜線 

(ｲ) 県道三津屋野口線 

(ｳ) 市道芹橋彦富線 

(ｴ) 主要地方道愛知川彦根線 

(ｵ) 県道彦根環状線（戸賀町地先） 

(ｶ) 県道神郷彦根線 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

(ｷ) 県道賀田山安食西線 

(ｸ) 県道稲枝沢線 

(ｹ) 県道彦根米原線 

(ｺ) 市道八坂西今線 

(ｻ) 市道須越辻堂線 

(ｼ) 湖東地区広域農道 

(ｽ) 主要地方道彦根近江八幡線 

(ｾ) 主要地方道彦根停車場線 

(ｿ) 主要地方道彦根港彦根停車場線 

(ﾀ) 市道高宮町七軒町・桃線 

(ﾁ) 市道内町三ツ割線 

(ﾂ) 市道立花佐和線 

(ﾃ) 市道松原町大黒前鴨ノ巣線 

(ﾄ) 県道新海上稲葉線 

(ﾅ) 市道石寺上西川線 

(ﾆ) 市道石寺稲里線 

(ﾇ) 市道稲部三津線 

(ﾈ) 市道賀田山日夏線 

(ﾉ) 市道彦根口河瀬駅線 

(ﾊ) 県道多賀高宮線 

(ﾋ) 市道高宮小学校線 

(ﾌ) 市道蓮台寺川瀬馬場線 

(ﾍ) 市道小泉庄堺線 

(ﾎ) 市道大藪金田線 

(ﾏ) 市道大藪団地 1 号線 

(ﾐ) 市道大藪団地 28号線 

(ﾑ) 市道長曽根銀座線 

(ｷ) 県道賀田山安食西線 

(ｸ) 市道八坂西今線 

(ｹ) 市道小泉庄堺線 

(ｺ) 市道稲部本庄線 

(ｻ) 市道福満団地 1 号線 

(ｼ) 市道西沼波旭橋線 

(ｽ) 市道宮田上矢倉線 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

(ﾒ) 市道彦根駅平田線 

(ﾓ) 市道芹川堤防線 

(ﾔ) 市道安清西沼波線 

(ﾕ) 市道旭橋大堀橋線 

(ﾖ) 市道薩摩彦富線 

(ﾗ) 市道夢京橋線 

(ﾘ) 市道大藪団地 35号線 

(ﾙ) 市道大藪団地 38号線 

(ﾚ) 市道彦根駅前 4 号線 

(ﾛ) 市道稲枝停車場線 

(ﾜ) 市道南三ツ谷本庄線 

(ｦ) 県道水谷彦根線 

(A) 市道河原 16号線 

(B) 市道芹町 4号線 

4-5-5 （3) 緊急輸

送ネットワ

ーク図 

 表（別紙 9 参照）  

4-6-1 6 施設関係 

(1)要配慮者

利用施設 

 表（別紙 10参照）  

4-6-9 ア 上水道

施設 

給水区域内現在人口 111,493 人 

現在給水人口 111,273 人 

（令和 5年 4 月 1 日現在） 

給水区域内現在人口 110,842 人 

現在給水人口 110,622 人 

（令和 6年 4 月 1 日現在） 

 

 イ 給水用

資機材の整

備 

給水タンク 1,000 8（内ポンプ付 6） 上下水道部 

2,000 1         上下水道部 

給水袋   －  2,200       危機管理課 

      6   4,000       上下水道部 

給水タンク 1,000 6（ポンプ付） 上下水道部 

 

給水袋   －  2,200       危機管理課 

      6   5,000       上下水道部 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

4-6-10 (6) 都市公

園の状況 

 表（別紙 11参照）  

4-6-14 (11) 市内配

送拠点 

 所在地 スペース*1 液状化 備考 

彦根市スポー

ツ・文化交流セ

ンター 

小泉町 サブアリーナ

等 

中  

農村環境改善セ

ンター 

(グリーンピア

ひこね) 

清崎町 多目的ホー

ル：450 ㎡ 

中  

（株）中通 高宮町 第 3倉庫 1号

棟の一部、2

号棟の一部 

中  

福山通運（株）彦

根営業所 

鳥居本

町 

災害時応援協

定に基づく場

所 

中  

*1：スペース名称、面積は彦根市ホームページより。 

 所在地 スペース*1 液状化 備考 

彦根市スポー

ツ・文化交流セ

ンター 

小泉町 サブアリーナ

等 

中  

農村環境改善セ

ンター 

(グリーンピア

ひこね) 

清崎町 多目的ホー

ル：450 ㎡ 

中  

（株）中通 高宮町 第 3倉庫 1号

棟の一部、2

号棟の一部 

中  

福山通運（株）彦

根営業所 

鳥居本

町 

災害時応援協

定に基づく場

所 

中  

彦根総合スポー

ツ公園 

松原町 県との協議に

より決定する 

大  

*1：スペース名称、面積は彦根市ホームページより。 

彦根総合スポー

ツ公園の供用開

始に伴う追加 

4-7-1 7 防災ヘリ

コプター指

定離着陸場

等 

(1) 防災ヘ

リコプター

指定離着陸

番

号 
所在地・場所名 

電話

番号 

面積

（㎡） 
備考 

1 

稲里町 320 

消防署南分署隣接 

消防屋外訓練場 

43－

5670 
3,850 

照明設備

有り 

ヘリサイ

ン有り 

番

号 
所在地・場所名 

電話

番号 

面積

（㎡） 
備考 

1 

稲里町 320 

消防署南分署隣接 

消防屋外訓練場 

43－

5670 
3,850 

照明設備

有り 

ヘリサイ

ン有り 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

場 

2 

日夏町 4769 

荒神山公園多目的

広場 

25－

1599 
30,000  

3 
八坂町 1882番地 

彦根市立病院屋上 

22－

6050 
 

照明設備

有り 

4 

岡町 33 

パナソニック㈱彦

根グラウンド 

23－

1511 
11,500  

5 

鳥居本町 1165 

鳥居本公園 

多目的広場 

22－

1411 
8,800  

 

2 

日夏町 4769 

荒神山公園多目的

広場 

25－

1599 
30,000  

3 
八坂町 1882番地 

彦根市立病院屋上 

22－

6050 
 

照明設備

有り 

4 

岡町 33 

パナソニック㈱彦

根グラウンド 

23－

1511 
11,500  

5 

鳥居本町 1165 

鳥居本公園 

多目的広場 

22－

1411 
8,800  

6 
松原町 3755 

彦根港防災広場 

27-

2241 
4,000  

 

資料編 

第 5部 

5-1-1 

1 消防関係 

(1) 消防本

部・消防

署・消防団

の所在地 

第 3分団 彦根市京町二丁目 2 番地 21号 第 3分団 彦根市立花町 2 番 46-1 号 移転に伴う住所

変更 

5-1-2 (2) 消防車

両保有状況 

 表（別紙 12参照）  

5-1-3 (3) 特殊消

防用資機材

保有状況

（常備消防

分） 

器具名 
数

量 
器具名 

数

量 
器具名 

数

量 

耐熱服 4 高発泡管筒 5 空気呼吸器 58 

器具名 
数

量 
器具名 

数

量 
器具名 

数

量 

耐熱服 4 高発泡管筒 5 空気呼吸器 58 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

耐電服 5 

背負い式消

火水のう 

(ジェット

シ ュ ー タ

ー) 

39 
流水救助器

具 
9 

化学防

護服 
3 

救命索発射

銃 
3 救命ボート 2 

放射線

測定器 
9 油圧切断機 3 

チェーンソ

ー 
5 

可燃性

ガス測

定器 

7 
エアーツー

ル 
3 チルホール 2 

簡易画

像機 
1 

ポートパワ

ー 
4 

エンジンカ

ッター 
6 

削岩機 2 
マット型空

気ジャッキ 
2 

大型油圧ス

プレッター 
2 

    

マンホール

救助器具 

（ロールグ

リス） 

1 

（令和 5年 4 月 1 日現在） 

耐電服 5 

背負い式消

火水のう 

(ジェット

シ ュ ー タ

ー) 

39 
流水救助器

具 
9 

化学防

護服 
3 

救命索発射

銃 
2 救命ボート 2 

放射線

測定器 
9 油圧切断機 2 

チェーンソ

ー 
5 

可燃性

ガス測

定器 

7 
エアーツー

ル 
3 チルホール 3 

簡易画

像機 
1 

ポートパワ

ー 
4 

エンジンカ

ッター 
6 

削岩機 1 
マット型空

気ジャッキ 
2 

大型油圧ス

プレッター 
2 

    

マンホール

救助器具 

（ロールグ

リス） 

1 

（令和 6年 4 月 1 日現在） 

 (4) 消防水

利 

 表（別紙 13参照）  

5-1-4 (5)近隣市町

応援出動消

(5)近隣市町応援出動消防隊  各種応援協定に

基づく出場と
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

防隊（削除

前の項目

名） 

し、個別の計画

を廃止したため

削除 

 (5)  道路狭

あい地区警

防計画樹立

ブロック 

(6)  道路狭あい地区警防計画樹立ブロック (5)  道路狭あい地区警防計画樹立ブロック  

5-2-2 (2) 感染症

指定医療関

係（滋賀

県） 

第一種感染症指定医療機関の指定状況（平成 29年 4 月 1 日

現在） 

第一種感染症指定医療機関の指定状況（令和 5年 4 月 1日

現在） 

 

  第二種感染症指定医療機関の指定状況 （平成 29年 4 月 1

日現在） 

N

o. 
病院名 病床数 

感染症

病床 

結核病床 

(稼働病床) 

一般病床

または精

神病床 

1 大津市民病院 6床   

2 
済生会滋賀県

病院 

6床   

3 公立甲賀病院 4床  2床 

4 

近江八幡市立

総合医療セン

ター 

4床   

第二種感染症指定医療機関の指定状況 （令和 5年 4月 1 日

現在） 

N

o. 
病院名 病床数 

感染症

病床 

結核病床 

(稼働病床) 

一般病床

または精

神病床 

1 大津市民病院 6床   

2 
済生会滋賀県

病院 

6床   

3 公立甲賀病院 4床   

4 

近江八幡市立

総合医療セン

ター 

4床   
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

5 彦根市立病院 4床 10床  

6 
長浜赤十字病

院 

4床   

7 高島市民病院 4床   

8 

独立行政法人

地域医療機能

推進機構 

滋賀病院 

 

10床 

 

9 

国立病院機構 

東近江総合医

療センター 

 16床 4床 

 

5 彦根市立病院 4床 10床  

6 
長浜赤十字病

院 

4床   

7 高島市民病院 4床   

8 

独立行政法人

地域医療機能

推進機構 

滋賀病院 

 

 

 

9 

国立病院機構 

東近江総合医

療センター 

 16床 4床 

 

資料編 

第 7部 

7-1-6 

(3) 彦根市

防災会議委

員・幹事・

書記名簿 

委員 

関西電力送配電株式会社滋賀支社長代理 

エフエムひこねコミュニティ放送株式会社代表取締役 

委員 

関西電力送配電株式会社彦根配電営業所長 

エフエムひこねコミュニティ放送株式会社代表者 

 

7-1-8 (5) 彦根市

防災会議ラ

イフライン

部会名簿 

イ 関西電力送配電株式会社滋賀支社長代理 イ 関西電力送配電株式会社彦根配電営業所長  

7-1-10 (7) 彦根市

災害対策本

部規程 

 令和 6 年 4月 1日告示第 93 号 規程本文の修正

箇所は省略 

7-1-36

～ 

(8) 彦根市

防災行政デ

ジタル無線

 令和 6 年 4月 1日訓令第 2 号 規程本文の修正

箇所は省略 
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頁 項   目 現  行  計  画 修   正   内   容 変更理由 

局運用管理

規程 

7-1-71

～ 

(13) 災害救

助法関係 

 表（別紙 14参照） 災害救助事務取

扱要領等の修正

によるもの 

7-1-124 

～ 

(22) 彦根市

災害時避難

行動要支援

者制度実施

要綱 

 令和 5 年 7月 27 日告示第 201 号 規程本文の修正

箇所は省略 

7-3-3 3 原子力災

害関連資料 

(2) 原子力

災害防護措

置基準表

（OILと防

護措置につ

いて） 

※2 本値は地上 1m で計測した場合の空間放射線量率であ

る。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の

設置場所における線量率と地上 1m での線量率との差異を

考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

※2 本値は地上 1mで計測した場合の空間放射線量率であ

る。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の

設置場所における線量率と地上 1m での線量率との差異を

考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１

については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線

量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩ

Ｌ２については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化

を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放

射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときか

ら起算しておおむね１日が経過した時点の空間放射線量率

（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措

置の実施が必要であると判断する。 

原子力災害対策

指針の一部改正

に伴う修正 

 



 

 

彦根市地域防災計画

【資料編】 

別紙 

令和 6 年 
 

 

 
 

 



別紙 1 

(2) 事業所の概況 

 

区分 総数 
農林 

漁業 
鉱業 建設業 製造業 

電気・

ガス・

熱供

給・水

道業 

情報 

通信業 

運輸

業・ 

郵便業 

事業所数 4,759 34 - 405 358 17 34 101 

従業者数 55,711 352 - 2,481 11,703 174 201 1,917 

区分 
卸売・ 

小売業 

金融・

保険業 

不動産

業・物

品賃貸

業 

学術研

究、専

門・技

術サー

ビス 

飲食サ

ービス

業・宿

泊業 

生活関

連サー

ビス

業、娯

楽業 

教育、

学習支

援業 

医療、

福祉 

事業所数 1,115 92 276 203 568 397 219 432 

従業者数 11,148 1,204 1,287 1,153 4,999 1,616 3,956 7,527 

区分 

複合サ

ービス

業 

サービス

業（他に 

分類され

ないも

の） 

公務 

事業所数 32 442 34 

従業者数 617 4,241 1,135 

（令和 3 年 6 月 1 日現在） 
 

 

 

 



別紙 2 

(5) 水防資機材 

ア 水防倉庫の現有資機材 

品 名 

鳥
居
本
水
防
倉
庫 

東
沼
波
水
防
倉
庫 

河
瀬
水
防
倉
庫 

須
越
水
防
倉
庫 

本
庄
水
防
倉
庫 

金
沢
橋
水
防
倉
庫 

開
出
今
水
防
倉
庫 

宇
曽
川
水
防
倉
庫 

新
海
水
防
倉
庫 

中
薮
水
防
倉
庫 

計 

杭(4.0m)  
      45  10  20    5  80 本 

〃(3.5m)         40      
   

40 本 

〃(3.0m) 60 10 50 
  

80 70 70  55 35 430 本 

〃(2.5m)           20     35 
 

55 本 

〃(2.0m) 40  60  100 90 70 170 100 100 60 50 840 本 

〃(1.5m) 7 50   15          50 50 172 本 

鉄杭(1.2m) 16 20    15      60  20 
  

125 本 

木板(1.8m)  
              

  
0 枚 

足場板(L=3.5m) 45    25      
 

    
  

70 枚 

縄 110 20 22 15 15 60 5 40 20 20 327 枚 

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 100   100      60 50 100 40 270 720 枚 

土のう袋 2000 2000 2000 2000 1200 2000 2000 2000 1600 6000 22800 枚 

ﾁｪｰﾝｿｰ(油含む)  
1 

 
    

   
 3 4 台 

ｶﾞﾝﾄﾞのこ 5 10 5 
 

3 
 

5 8  
  

36 台 

金ﾂﾞﾁ 10 3 10 
   

4  10  5 
 

42 本 

大ﾊﾝﾏｰ 1 
 

  1      5   3 
 

10 本 

ｵﾉ 5    3  
 

5 
 

5 6  3 
 

27 本 

ﾍﾟﾝﾁ 5 5  4    1  
 

4    
  

19 本 

ｽｺｯﾌﾟ（剣） 25   11 15 15 18 20 20  8 14 146 本 

ｶｹﾔ 2 5 6 5 4 5 3 2  3 
 

35 本 

ﾀｺ       1 1 
 

4  1 2    9 本 

ﾂﾙﾊｼ 3 5 6 5 5 8 10 7  5 5 59 本 

ｸﾜ(平) 1  1  4  5    5 4  5    4  29 本 

ｸﾜ     
    

 
  

  
0 本 

ﾊﾞﾝ線 3 3 1 
 

    
 

3 
  

10 巻 

竹ﾎｳｷ  
                  0 本 

ｸﾘｯﾊﾟｰ 1 2  1  
  

    1    
 

5 本 

ｼﾉ 5           4   
  

9 本 

ｶﾏ 8 
 

5   7    
 

6  3 
 

29 丁 

ﾅﾀ 5 4 5 
 

1    5     
 

20 本 

一輪車 5     1  2    10  2  2 
 

22 台 

吸出ﾌｪﾙﾄ 20 
 

          1  7    28 巻 

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ (20m) 1               1  1 3 巻 

懐中電気 1  
 

1  2  2  2  2  2    
 

12 ケ 

ﾛｰﾌﾟ(50m 巻)   
 

              
 

0 巻 

（令和 6 年 4月現在） 
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(8) 防災重点ため池 

 

ため池名 所在地 管理者 

受益 

面積 

(ha) 

ため池の規模 

堤高 

(m) 

堤長 

(m) 

貯水量 

(㎥) 

ｶｸﾚﾀﾆｲｹ 

匿谷池 
仏生寺町 

西法寺区、仏生寺町自治

会 
8.0 11.0 50 18,000 

ﾓﾛｷｲｹ 

村木池 
正法寺町 正法寺町水利組合 12.0 6.8 88 15,900 

ｽｲｶﾞﾏｲｹ 

吸蒲池 
正法寺町 正法寺町水利組合 12.0 1.5 79 1,600 

ｺｳｶﾞﾀﾆｶﾐｲｹ 

甲ケ谷上池 
野田山町 

野田山町農水組合水利担

当 
10.0 4.9 48 6,000 

ｺｳｶﾞﾀﾆｼﾓｲｹ 

甲ケ谷下池 
野田山町 

野田山町農水組合水利担

当 
10.0 2.8 83 9,900 

ﾊﾂﾀﾝｲｹ 

八反池 
正法寺町 正法寺町水利組合 12.0 3.0 125 16,000 

ｱﾝﾗｸﾎﾞｳｲｹ 

安楽坊池 
正法寺町 正法寺町水利組合 12.0 4.4 48 5,000 

ｶﾐｲｹ 

上池 
正法寺町 正法寺町水利組合 12.0 4.5 55 10,000 

ｻｶｼﾀｲｹ 

坂下池 
里根町 里根町自治会 0.5 5.4 50 6,000 

ｻﾄｶﾞﾀﾆｶﾐｲｹ 

里ケ谷上池 
野田山町 

野田山町農水組合水利担

当 
5.0 2.9 42 3,000 

ｻﾄｶﾞﾀﾆｼﾓｲｹ 

里ケ谷下池 
野田山町 

野田山町農水組合水利担

当 
5.0 2.2 48 1,500 

ｵｸﾉﾎﾞｳｲｹ 

奥ノ坊池 
甲田町 甲田町自治会 3.0 1.2 24 400 

ﾔﾏﾉｶﾐｲｹ 

山ノ神池 
甲田町 甲田町自治会 3.0 4.7 24 1,400 

ﾀﾆﾉｵｸｲｹ 

谷ノ奥池 
笹尾町 笹尾町自治会 3.0 2.2 17 300 



別紙 4 

 

 

 

 

 

  

非常持ち出し品を備えましょう 
 

□非常食・飲料水（3 日分）□携帯ラジオ（電池） □懐中電灯 

□貴重品（現金・保険証） □救急医療品     □衣服・タオル 

□雨具・ロープ      □生理用品等     □スペアーキー 

避難情報の種類と、とるべき行動 

発令時の状況 みなさんがとるべき行動 

通常の避難行動ができる方
が避難行動を開始しなけれ
ばならない段階であり、人
的被害の発生する可能性が
明らかに高まった状況 

・避難情報等の発令後で避難中
の住民は、確実な避難行動を直
ちに完了 
・未だ避難していない対象住民
は、直ちに避難行動に移るとと
もに、そのいとまがない場合は
生命を守る最低限の行動 

避難情報の

種類 

避難指示 

緊急安全

確保 

高齢者等避

難 

通常の避難行動ができる方は、
計画された避難場所への避難行
動を開始。 

・前兆現象の発生や、現在
の切迫した状況から、人的
被害の発生する危険性が非
常に高いと判断された状況 
・堤防の隣接地等、地域の
特性等から人的被害の発生
する危険性が高いと判断さ
れた状況 
・人的被害の発生した状況 

・要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する方は、計画された
避難場所への避難行動を開始
（避難支援者は支援行動を開
始） 
・上記以外の方は、家族との連
絡、非常用持ち出し品の用意
等、避難準備を開始。 

要配慮者等、特に避難行動
に時間を要する方が避難行
動を開始しなければならな
い状況であり、人的被害の
発生する可能性が高まった
状況 
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ウ 学区別収容人数 
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イ 市備蓄一覧 

（令和 6年 4月 1日現在） 

 



 

※ 医療用備蓄に、安定ヨウ素剤を含む。 

  



別紙 8 

(4) 県の備蓄倉庫および備蓄物資 

県の災害救助用備蓄物資保管倉庫について、彦根市および湖東に置かれているものは次のとおりである。 

 

 

 

事務所名 物資種別 備蓄数量 保管倉庫の場所 保管倉庫業者 

湖東健康福祉事務所 

パン（食） 17,350 犬上郡多賀町中

川原 453-3 

日本通運㈱滋賀支

店彦根営業課 

犬上郡多賀町中川

原字桜本 453-3 

アルファ化米[アレルギ

ー対応]（食） 
14,100 

毛布（枚） 5,700 

レトルト食品（食） 12,160   

紙おむつ（乳幼児用）

（枚）紙おむつ（枚） 

10,168   

紙おむつ（大人用）

（枚） 

560   

不織布マスク（普通サイ

ズ）（枚） 

26,400   

不織布マスク（子ども用

サイズ）（枚） 

3,600   

生理用ナプキン（昼用）

（枚） 

1,120   

生理用ナプキン（夜用）

（枚） 

600   

生理用ショーツ（M サ

イズ）（枚） 

60   

生理用ショーツ（L サイ

ズ）（枚） 

60   
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(3) 緊急輸送ネットワーク図 
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6 施設関係 
(1)要配慮者利用施設 
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(6) 都市公園の状況 

（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 

都市計画決定公園 
都市計画決定以外の都

市公園供用値 
都市公園供用値合計 都市計画決

定値 

左記の内、供用値＝都市

公園値 

箇

所

数 

面積 

（ha） 
箇所数 

面積 

（ha） 
箇所数 面積（ha） 

箇所

数 

面積 

（ha） 

   ① ② ③ ④ 
①＋

③ 
②＋④ 

公 

園 

街 区

公園 
4 1.39 4 1.04 77 12.60 81 13.64 

近 隣

公園 
6 8.1 4 4.40 1 1.24 5 5.64 

地 区

公園 
1 4.2 1 4.2   1 4.2 

総 合

公園 
3 95.3 3 64.48   3 64.48 

小計 14 108.99 12 74.12 78 13.84 90 87.96 

緑 

地 

湖 岸

緑地 
5 69 5 58.48   5 58.48 

河 川

緑地 
4 363.5 0 0   0 0 

小計 9 432.5 5 58.48   5 58.48 

合計 23 541.49 17 132.60 78 13.84 96 146.44 
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(2) 消防車両保有状況 

（令和 6年 4月 1日現在） 
 

 種別 

 

所属 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
非
常
用
車
両
） 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

は
し
ご
付
消
防
自
動
車 

化
学
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
（
車
載
含
む
） 

高
規
格
救
急
車 

高
規
格
救
急
車
（
非
常
用
車
両
） 

救
助
工
作
車
（
照
明
灯
付
） 

災
害
対
策
車 

積
載
車 

指
揮
車 

広
報
車 

査
察
車 

指
令
車 

乗
用
車 

原
動
機
付
自
転
車 

自
動
二
輪
車
（
オ
フ
ロ
ー
ド
タ
イ
プ
） 

合
計 

消防本部              1   1   2 

消 

防 

本 

部 

 

本署 1 1 1 1 1  3 2 1 1  1 1  1   1  16 

南分署   1    1 1   1    1   1  6 

北分署   1 1   1 1       1   1  6 

犬上分署   1   1 1 1       1  1 2  8 

小計 1 1 4 2 1 1 6 5 1 1 1 1 1 1 4  2 5  38 

消 

防 

団 

団本部      2       1 2  1   1 7 

第 1分団 1     1             1 3 

第 2分団 1                  1 2 

第 3分団 1      1            1 3 

第 4分団 1      1            1 3 

第 5分団 1      1            1 3 

第 6分団 1                  1 2 

第 7分団 1      1            1 3 

第 8分団 1                  1 2 

第 9分団 1                  1 2 

第 10分

団 
1                  1 2 

第 11分

団 
1     1             1 3 

第 12分

団 
1                  1 2 

第 13分

団 
1                  1 2 

第 14分

団 
1     1             1 3 

第 15分

団 
2                  1 3 

小計 16     5 4      1 2  1   16 45 

合計 17 1 4 2 1 6 10 5 1 1 1 1 2 3 4 1 2 5 16 83 
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(4) 消防水利 
 

区分  

学区 

消火栓 防火水槽 

地上式 地下式 
100トン

級 
40トン級 20トン級 

城西       （第 1分団） 1 78  11 2 

城東       （第 3分団） 1 146 1 10 1 

城北       （第 4分団）  114  10  

佐和山      （第 5分団）  172 1 23 2 

金城       （第 6分団） 1 181  15  

平田・城南    （第 7分団）  298 1 15  

旭森       （第 8分団）  240 1 11  

城 

陽 

（旧多景）  （第 2分団）  48  6  

（旧花田）  （第 9分団）  33  4  

（旧日夏・若葉）（第 10分団）  120  12  

鳥居本      （第 11分団） 1 83  14  

河瀬       （第 12分団）  200  19  

亀山       （第 13分団）  64  7  

高宮       （第 14分団）  143  10  

稲枝北・東・西  （第 15分団）  347  35  

合計 4 2,267 4 202 5 
 

（令和 6年 4月 1日現在） 
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(13) 災害救助法関係 

ア 「災害救助法による救助の程度、方法および期間」早見表 
 

救助の 

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

 

避難所の 

設置 

災害により現に

被害を受け、又は

受けるおそれの

ある者に供与す

る。 

（基本額） 

避難所設置費 

1人 1日当たり 

340円以内 

高齢者等の要援護者等を収容す

る「福祉避難所」を設置した場合、

当該地域における通常の実費を

支出でき、上記を超える額を加算

できる。 

 

災害発生の日か

ら 7日以内 

 

1 費用は、避難所の設

置、維持及び管理の

ための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、

建物等の使用謝金、

借上費または購入

費、光熱水費ならび

に仮設便所等の設置

費を含む 

2 避難に当たっての輸

送費は別途計上 

3 避難所での避難生活

が長期にわたる場合

等においては、避難

所で避難生活してい

る者への健康上の配

慮等により、ホテル･

旅館など宿泊施設を

借上げて実施するこ

とが可能。（ホテル・

旅館の利用額は＠

7,000 円（食費込・

税込）／泊・人以内

とするが、これによ

り難い場合は内閣府

と事前に調整を行う

こと。） 

 

  



 

応急仮設 

住宅の 

供与 

住家が全壊、全焼

又は流失し、居住

する住家がない

者であって、自ら

の資力では住宅

が得ることがで

きない者 

1 規格 

応急救助の趣旨を踏まえ、実施

主体が地域の実情、世帯構成等に

応じて設定 

2 基本額 

1戸当たり 6,775,000円以内 

3 建設型応急住宅の供与終了に

伴う解体撤去及び土地の原状

回復のために支出できる費用

は、当該地域における実費。 

災害発生の日か

ら 20日以内着工 

 

 

1 費用は設置にかかる

原材料費、労務費、

付帯設備工事費、輸

送費及び建築事務費

等の一切の経費とし

て 6,775,000 円以

内であればよい。 

2 同一敷地内等に概ね 

50 戸以上設置した

場合は、集会等に利

用するための施設を

設置できる。（50 戸

未満であっても小規

模な施設を設置でき

る） 

3 高齢者等の要援護者

等を数人以上収容す

る「福祉仮設住宅」

を設置できる。 

4 供与期間は 2 年以

内 

炊き出し 

その他に 

よる食品 

の給与 

1 避難所に収容

された者 

2 住家に被害を

受け、若しくは

災害により現

に炊事のでき

ない者 

 

 1日 1人当たり 

1,230円以内 

 

災害発生の日か

ら 7日以内 

 

 

食品給与のための総経

費を延給食日数で除し

た金額が限度額以内で

あればよい。 

（1食は 1/3日） 

飲料水の 

供給 

現に飲料水を得

ることができな

い者（飲料水およ

び炊事のための

水であること） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら 7日以内 

 

 

輸送費、人件費は別途

計上 

 

  



救助の 
種類 

対象 費用の限度額 期間 備考 

被服寝具
その他生
活必需品
の給与ま
たは貸与 

全半壊（焼）、流
失、床上浸水等に
より、生活上必要
な被服、寝具、そ
の他生活必需品
を喪失または毀
損し、直ちに日常
生活を営むこと
が困難な者 

1 夏季（4月～9月）、冬季（10
月～3月）の季別は、災害発
生の日をもって決定する。 

2 下記金額の範囲内 

災害発生の日か
ら 10日以内 
 
 

1 備蓄物資の価格
は、年度当初の評
価額 

2 現物給付に限るこ
と。 

 

    

世帯人数 
 

区分 

 
1人 

 
2人 

 
3人 

 
4人 

 
5人 

6人以上 
1人増す 
ごとに加算 

 

全壊 
全焼 
流失 

夏 19,200 24,600 36,500 43,600 55,200 8,000 

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 

半壊 
半焼 

床上浸水 

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700 

冬 10,100 13,200 18,800  22,300 28,100 3,700 

  

 

医療 医療の途を失っ 
た者 
（応急的処置） 

1 救護班 
使用した薬剤、治療材料、医
療器具破損等の実費 

2 病院または診療所 
国民健康保険診療報酬の額以

内 
3 施術者 
協定料金の額以内 

災害発生の日から
14日以内 
 
 

患者等の移送費は
別途計上 

助産 災害発生の日以
前または以後 7
日以内に分べん
した者であって、
災害のため助産
の途を失った者
（出産のみなら
ず、死産および流
産を含み現に助
産を要する状態
にある者） 

1 救護班等による場合は、使用
した衛生材料等の実費 

2 助産師による場合は、慣行料
金の 100分の 80以内の額 

分べんした日から
7日以内 
 
 

妊婦等の移送費は、
別途計上 

 

  



救助の 
種類 

対象 費用の限度額 期間 備考 

被災者の
救出 
 

1 現に生命、身体
が危険な状態に
ある者 

2 生死不明な状態
にある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か
ら 3日以内 
 
 

輸送費、人件費は、
別途計上 

住家の被
害の拡大
を防止す
るための
緊急の修
理 

災害のため住家が
半壊（焼）又はこ
れに準ずる程度の
損傷を受け、雨水
の浸入等を放置す
れば住家の被害が
拡大するおそれが
ある者 

住家の被害の拡大を防止するた
めの緊急の修理が必要な部分に
対して、 
１世帯当たり 50,000 円以内 

災害発生の日か
ら 10 日以内 

 

日常生活
に必要な
最小限度 
の部分の
修理 

1 住 宅 が 半 壊
（焼）  し、若し
くはこれらに準ず
る程度の損傷を受
け、自らの資力に
より応急修理をす
ることができない
者 
2 大規模な補修
を行わなければ
居住することが
困難である程度
に住家が半壊
(焼)した者 

居室、炊事場および便所等日常
生活に必要最小限度の部分 1 世
帯当たり 
 
①大規模半壊、中規模半壊又は
半壊若しくは半焼の被害を受け
た世帯 706,000円以内 
 
②半壊又は半焼に準ずる程度の
損傷により被害を受けた世帯 

343,000円以内 

災害発生の日か
ら 3ヶ月以内 
（災害対策基本
法第 23 条の 3 第
1項に規定する特
定災害対策本部、
同法第 24条第 1
項に規定する非
常災害対策本部
又は同法第 28 条
の 2第 1項に規定
する緊急災害対
策本部が設置さ
れた災害にあっ
ては、6ヵ月以内） 

 

学用品の 
給与 

住家の全壊（焼）、
流失半壊（焼）ま
たは床上浸水によ
り学用品を喪失ま
たは毀損等により
使用することがで
きず、就学上支障
のある小学校児
童、中学校生徒お
よび高等学校等生
徒 

1 教科書および教科書以外の教
材で教育委員会に届出または
その承認を受けて使用してい
る教材、または正規の授業で
使用している教材実費 

2 文房具および通学用品は、1人
当たり次の金額以内 
小学校児童   4,800円 
中学校生徒   5,100円 
高等学校等生徒 5,600円 

災害発生の日か
ら 
（教科書） 
1ヶ月以内 
（文房具および
通学用品） 
15日以内 

1 備蓄物資は、評価
額 

2 入進学時の場合
は個々の実情に
応じて支給する。 

埋葬 災害の際死亡した
者を対象にして実
際に埋葬を実施す
るものに支給 

1体当たり 
大人（12才以上） 

219,100円以内 
小人（12才未満） 

175,200円以内 

災害発生の日か
ら 10日以内 
 

災害発生の日以前
に死亡した者であ
っても対象となる。 

死体の 
捜索 

行方不明の状態に
あり、かつ、四囲
の事情により既に
死亡していると推
定される者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か
ら 10日以内 
 

1 輸送費、人件費
は、別途計上 

 

 

  



救助の 
種類 

対象 費用の限度額 期間 備考 

死体の 
処理 

災害の際、死亡し
た者について死
体の処理をする 

（洗浄、消毒等） 
1体当たり  3,500円以内 

 
一時保存 
〇既存建物借上費： 
通常の実費 
〇既存建物以外： 
1体当たり 

5,400円以内 
 
ドライアイスの購入費等
の経費は当該地域におけ
る通常の実費 

検索、救護班以外は慣行料金 

災害発生の日か
ら 10日以内 
 
 

1 検案は、原則
として救護班 

2 輸送費、人件
費は、別途計
上 

3 死体の一時保
存にドライア
イスの購入費
等が必要な場
合は当該地域
における通常
の実費を加算
できる。 

障害物の 
除去 

居室、炊事場、玄
関等に障害物が
運び込まれてい
るため生活に支
障をきたしてい
る場合で、自力で
は除去すること
のできない者 

1世帯当たり 
138,300円以内 

災害発生の日か
ら 10日以内 
 
 

 

輸送費及
び賃金職
員 
等雇上費 

1 被災者の避難
に係る支援 
2 医療及び助産 
3 被災者の救出 
4 飲料水の供給 
5 死体の捜索 
6 死体の処理 
7 救済用物資の
整理配分 

当該地域における通常の実
費 

救助の実施が行
われている期間
内 

災害が発生する
おそれ段階の救
助は、高齢者・障
害者等で避難行
動が困難な要配
慮者の方の輸送
であり、以下の
費用を対象とす
る。 
・避難所へ輸送
するためのバス
借上げ等に係る
費用 
・避難者がバス
等に乗降するた
めの補助員な
ど、避難支援の
ために必要とな
る賃金職員等雇
上費 

実費弁償 災害救助法施行
令第 4 条第 1 号
から第 4 号まで
に規定する者 

災害救助法第 7条第 1項の規
定により救助に関する業務に
従事させた都道府県知事の総
括する都道府県の常勤の職員
で当該業務に従事したものに
相当するものの給与を考慮し
て定める 

救助の実施が認
められる期間以
内 

時間外勤務手当
および旅費は、
別途に定める額 

※この基準によっては、救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その

同意を得た上で、救助の程度、方法および期間を定めることができる。 

 


